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言･●廷⑪

２

２．地域の決定．

妖肥スギの分布区域、所謂飲肥地方を対象とした。すなはち歓肥地方について山内規矩馬氏は「餃肥ス

ギ林業」において次のとおり述べられている「今日林業に関して妖肥地方とか飲肥スギとか飲肥林業など

といわれる言葉は叉ずとも明確ではないが、後述するごとく所謂､飲肥林業の濫鵤は旧藩政時代に遡るも

のとせられているので他はとも角として餃肥地方の区域は旧飲肥藩の領有せる地域と解せられる。従って

飲肥地方の区域を現在の南那珂郡北半部および宮崎郡の南一部すべて15町村に跨る区域としたい`」

従って本表においても検討の結果、上記によることとした。しかしながら上記宮崎郡の南一部を管轄す

る宮崎営林署管内では他管内のスギと施業方針等変らないし、飲肥林業の特性を認め難く、また樹型も一

般スギと変らないものと思われるので結局、飲肥営林署管内全域の承を本表適用の対象地域として決定し

た。

第２資料の収集

１．資料収集地域

本表調製のための資料は笈1で述べた適用地域の国有林内より収集し、調査個所は１０個所、本数2.310本

である。（第２図参照）鰯

２．資料収集個所の選定および調査方法

(1)資料収集個所の選定

本表適用の対象となる全地域より任意抽出により決定するが最も理想的であるが、伐倒調査などの経費

や労力の関係上、やむをえず当該年度直営生産審行中の個所から選定した。しかし収集年度が３ヶ年に豆

って居り、個所の分散が図られたので幾分資料の任意性を増す結果となった。

（２）調査方法

伐倒木について、すぺて調製要綱に準拠して実施したが大要は次のとおりである。

９）胸高直径

胸高直径は幹軸に沿って、地上Ｌ２ｍの位置で輪尺によって、幹軸と直角に測定し種単位で耗まで測定

した。

（ﾛ）樹高および枝下高

樹高は主幹の頂点から地際までの幹長、枝下高は下枝より地際までの幹長をそれぞれ巻尺によって米耗

単位で単位以下1位まで測定した。

ｎその他の必要な因子

材債計算に必要な直径、樹皮の厚さ、伐採面の高さ、同直径などすぺて調査要綱に基いて測定した。

3．幹材積の計算

幹材積は要綱に基いて２ｍ区分のフーペル区分求積式で計算し、梢端は円錐として計算した。








































































